
- 26 - 

 
８．税 効 果 会 計 

 
 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 
                                                 （単位：百万円） 

区    分 前 連 結 会 計 年 度 

（平成15年３月31日現在） 

当 連 結 会 計 年 度 

（平成16年３月31日現在） 

 

繰延税金資産 
退職給付引当金 

減価償却超過額 
たな卸資産評価損 

子会社繰越欠損金 
その他 

繰延税金資産小計 
評価性引当額 

繰延税金資産合計 
 

繰延税金負債 
プログラム等準備金 

その他 
繰延税金負債合計 

 
繰延税金資産の純額 

 

 

 
 36,652 

  9,030 
  1,866 

     － 
     14,413     

 61,963 
     △     52        

 61,911 
 

 
 △  4,058    

  △  1,329     
  △  5,388     

 
    56,523    

 

 

 
 39,939 

  7,809 
  1,173 

  3,458 
     15,066     

 67,446 
  △  3,713     

 63,733 
 

 
 △  2,830    

  △  2,064     
  △  4,895     

 
    58,838    

 

 
 
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳  

     （単位：％） 

区    分 前 連 結 会 計 年 度 

（平成15年３月31日現在） 

当 連 結 会 計 年 度 

（平成16年３月31日現在） 

 
法定実効税率 
（調整） 
交際費等永久に損金に算入されない項目 
受取配当金 
住民税均等割 
ＩＴ投資促進税制による税額控除 
研究開発減税による税額控除 
その他 
税効果会計適用後の法人税等の負担率 

 
        

 

 
42.05 
 

1.03 
△   0.50 
0.47 

     △   6.18 
          △   3.17 

     3.25   
    36.95  

 

（注）前連結会計年度については、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100 分の 5
以下であるため、記載を省略しております。 

 

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 

前連結会計年度（平成 15年３月31 日） 

繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、地方税法の改正（平成 16 年 4 月１日以降開始事業
年度より法人事業税に外形標準課税を導入）に伴い、当連結会計年度における一時差異等のうち、平成 16 年 3 月末まで
に解消が予定されるものは改正前の税率、平成 16 年 4 月以降に解消が予定されるものは改正後の税率に基づいて算定し
ております。法定実効税率は前連結会計年度 42.05％、当連結会計年度 40.69％であり、この税率の変更により、当連結
会計年度末の繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が 1,316 百万円減少し、当連結会計年度に費用
計上された法人税等調整額が同額増加しております。 

 


